
建築基準法(昭和25年 5月 24日法律第201号 )抜粋 

 

（道路内の建築制限） 

第四十四条 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突

き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該

当する建築物については、この限りでない。 

一  地盤面下に設ける建築物 

二  公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行

政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの 

三  第四十三条第一項第二号の道路の上空又は路面下に設ける建築物のうち、

当該道路に係る地区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合す

るものであつて特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める

もの 

四  公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び

衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと

認めて許可したもの 

２  特定行政庁は、前項第四号の規定による許可をする場合においては、あらか

じめ、建築審査会の同意を得なければならない。 

（昭三二法一〇一・昭三四法一五六・昭四三法一〇一・平元法五六・平

一〇法一〇〇・平一四法八五・平三〇法二二・一部改正） 

 


